
海老名市教育委員会

（令和元年 5月 臨時会議事日程）

日時 令和元年5月8日(水)

午前10時00分

場所 えびなこどもセンター　301会議室

１ 報告第 10 号

２ 報告第 11 号

３ 議案第 14 号

４ 議案第 15 号 令和２年度使用「海老名市教科用図書採択基本方針」につい
て

海老名市修学旅行保護者負担軽減補助金交付要綱の制定につ
いて

日程第

海老名市学校給食検討委員会設置要綱の制定について日程第

日程第

日程第 令和元年度（平成30年度対象）教育委員会事務の点検・評価
実施方針及び評価対象の決定について





海老名市教育委員会

教育長　伊 藤 文 康

　報告理由

　海老名市学校給食検討委員会設置要綱を制定したため

報告第１０号

海老名市学校給食検討委員会設置要綱の制定について

海老名市学校給食検討委員会設置要綱の制定について、海老名市教育委員会教育長

に対する事務の委任等に関する規則（昭和49年教委規則第２号）第４条の規定により

報告する。

令和元年５月８日提出
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海老名市学校給食検討委員会設置要綱の制定について 

１．制定理由 

 海老名市立小中学校における学校給食のあり方を検討し、今後の給食の方向

性を決めるため。 

２．概要 

 今後の海老名市立小中学校における学校給食のよりよいあり方について検討

協議し、海老名市の方針を定め、報告書にまとめる。 

３．設置理由 

 検討委員会の組織及び運営に関して必要な事項を定めるため。 

４．施行日 

 平成 31 年４月１日 

５．要綱 

 別紙のとおり 

令和元年 5月 8日

臨時教育委員会資料

就学支援課健康給食係
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海老名市学校給食検討委員会設置要綱 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、海老名市立小中学校における学校給食の在り方を検討するため、

海老名市学校給食検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置し、検討委員会

の組織及び運営に関し必要な事項を定める。 

（所掌事務）  

第２条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。  

（１）学校給食施設に関すること。 

（２）今後の学校給食の方向性に関すること。 

（３）その他委員長が特に必要と認めたことに関すること。  

（組織）  

第３条 検討委員会は、委員 20 名以内をもって組織する。 

２ 検討委員会の委員は次に掲げる者のうちから、教育委員会が指名する。 

（１）学識経験者 

（２）単位ＰＴＡ会長会代表 

（３）海老名市立小中学校保護者代表 

（４）海老名市立小中学校校長会代表 

（５）海老名市立小中学校教頭会代表 

（６）海老名市立小中学校総括教諭代表 

（７）栄養教諭 

（８）市長部局（管財課長） 

（９）教育委員会(教育部長、教育部次長、教育支援課長、就学支援課長) 

（委員長及び副委員長）  

第４条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長には教育部長を、副委員長は委員長の指名をもってこれに充てる。 

３ 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。  
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４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議）  

第５条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。  

２ 検討委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。  

３ 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。  

４ 委員長は、特に必要と認めた場合又は急施を要する場合は、書類の回議をもって

検討委員会の会議に代えることができる。 

（関係者の出席等）  

第６条 委員長は、必要があると認めたときは関係者の出席を求め、意見を聴き、又

は資料の提出を求めることができる。  

（庶務）  

第７条 検討委員会の庶務は、就学支援課において処理する。  

（委任）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、委

員会に諮って定めることができる。  

附 則  

 この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。  
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海老名市教育委員会

教育長　伊 藤 文 康

　報告理由

　海老名市修学旅行保護者負担軽減補助金交付要綱を制定したため

報告第１１号

海老名市修学旅行保護者負担軽減補助金交付要綱の制定について

海老名市修学旅行保護者負担軽減補助金交付要綱の制定について、海老名市教育委

員会教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和49年教委規則第２号）第４条の

規定により報告する。

令和元年５月８日提出
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海老名市修学旅行保護者負担軽減補助金交付要綱の制定について 

１．制定理由 

 海老名市立小中学校が実施する修学旅行に参加する、児童生徒の保護者の経

済的な負担を軽減することを目的に、修学旅行に要する経費に対し補助金を交

付するため 

２．交付対象者 

 海老名市立小中学校が実施する修学旅行に参加する、市内在住の児童生徒の

保護者 

３．交付金額 

 市内在住の小学校６年生の児童保護者に１０，０００円（上限） 

 市内在住の中学校３年生の生徒保護者に１５，０００円（上限） 

４．施行日 

 令和元年５月１日施行（平成 31 年４月１日より適用） 

５．要綱 

 別紙の通り 

令和元年５月８日

臨時教育委員会資料

教育支援課指導係

-9-



-10-



海老名市立小学校修学旅行保護者負担軽減補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、海老名市立小学校（以下「小学校」という。）が実施する修学旅

行に参加する、児童の修学旅行に要する経費に対し、補助金を交付することにより、

児童の保護者の経済的な負担の軽減を図ることとし、その補助金を交付することに

関して、海老名市補助金等の交付に関する規則（昭和 58 年規則第 12 号）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象者） 

第２条 交付対象者は、小学校が実施する修学旅行に参加する海老名市在住の小学校

６年生の児童の保護者、及び特に市長が必要と認めた市外在住の小学校６年生の児

童の保護者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、スクールライフサポート支給対象である保護者は対象

外とする。 

（交付の対象） 

第３条 交付の対象は、小学校が実施する修学旅行に要する経費とする。

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、修学旅行の実際に必要な経費の内、毎年予算の範囲内におい

て別表に定める額を上限とする。 

（交付の申請） 

第５条 交付の申請は、補助金の交付を受けようとする保護者が、児童が参加する修

学旅行の実施代表者（学校長等）に委任するものとし、委任を受けた者（以下「申

請者」という。）は、補助金の交付を受けようとする事業（以下「補助事業」とい

う。）について、海老名市立小学校修学旅行保護者負担軽減補助金交付申請書（第

１号様式）に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

 (１) 事業計画書 

 (２)  収支予算書 
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（３） 参加予定者名簿 

（４） 保護者からの委任状 

（５） その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条の申請書の提出があったときはその内容を審査し、適当と認め

るときは補助金の交付を決定し、速やかに海老名市立小学校修学旅行保護者負担軽

減補助金交付決定通知書（第２号様式）により、申請者に通知する。 

（交付請求等） 

第７条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、速やかに 

海老名市立小学校修学旅行保護者負担軽減補助金交付請求書（第３号様式）を市長

に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求書の提出があったときは、海老名市予算決算会計規則（平成

10 年規則第 21 号）第 95 条第４号の規定に基づき補助事業者へ概算払いにて速やか

に補助金を交付する。 

（事業の変更等） 

第８条 補助事業者は、交付決定を受けた補助事業の内容を変更し、又は補助事業を

中止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の承認を受けようとするときは、海老名市立小学校修学旅行

保護者負担軽減補助金交付（変更・中止）申請書（第４号様式）に必要な書類を添

付して、市長に提出するものとする。 

３ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは承

認し、速やかに海老名市立小学校修学旅行保護者負担軽減補助金交付（変更・中止）

決定通知書（第５号様式）により、補助事業者に通知する。 

（報告及び指示） 

第９条 補助事業者は、補助事業が予定の期間に完了する見込みがない場合又は補助

事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、指示を受けなければな

らない。 
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（実績報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、海老名市立小学校修学旅行保

護者負担軽減補助金実績報告書（第６号様式）に、次に掲げる書類を添付し、20 日

以内に市長に報告しなければならない。ただし、第３号及び第４号に掲げる書類は、

第５条に定める交付申請において提出したものから変更があった場合のみ添付す

ることとする。 

 (１) 事業実績報告書 

 (２) 収支決算書及び証拠書類の写し 

（３） 参加者名簿 

（４） 保護者からの委任状 

（５） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と  

 認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに海老名市立小学校修学旅

行保護者負担軽減補助金確定通知書（第７号様式）により、補助事業者に通知する。 

（決定の取消し等） 

第１２条 市長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた

とき又は補助金の交付決定の内容若しくは負担条件に違反したときは、補助金の交

付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部

の返還を命ずることができる。 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は別に定

める。 
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附 則 

この要綱は、令和元年５月１日から施行し、平成 31 年４月１日から適用する。  

別表 

補助金額の上限 

（参加児童１人当たり） 

１０，０００円 
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第１号様式（第５条関係）                          

                              年  月  日 

 海老名市長         殿 

                申 請 者  所在地  

団体名  

代表者              印     

  海老名市立小学校修学旅行保護者負担軽減補助金交付申請書 

海老名市立小学校修学旅行保護者負担軽減補助金の交付を受けたいので、海老

名市立修学旅行保護者負担軽減補助金交付要綱第５条の規定に基づき、関係書類を添

えて、次のとおり申請いたします。 

１ 交付申請額   金            円 

２ 事業期間      年  月  日 から    年  月  日まで 

３ 添付書類 

(１) 事業計画書 

(２) 収支予算書 

(３) 参加予定者名簿 

(４) 保護者からの委任状 

４ その他参考となる資料 
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第２号様式（第６条関係）                          

年  月  日    

          様 

                        海老名市長            

海老名市立小学校修学旅行保護者負担軽減補助金交付決定通知書 

 年 月 日付で申請のありました、海老名市立小学校修学旅行保護者負担軽

減補助金交付について、海老名市立小学校修学旅行保護者負担軽減補助金交付要綱第

６条の規定に基づき、次のとおり決定しましたので通知します。 

１ 補助金交付決定額                円 

２ 補助条件 

 （１) 補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、市長の  

   承認を受けなければならない。 

 （２） 補助事業が予定の期間に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困  

   難となった場合は、速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。 

-16-



第３号様式（第７条関係） 

                           年  月  日 

 海老名市長         殿 

                      所在地  

団体名  

代表者            印 

海老名市立小学校修学旅行保護者負担軽減補助金交付請求書 

 海老名市立小学校修学旅行保護者負担軽減補助金として、海老名市立小学校修学旅

行保護者負担軽減補助金交付要綱第７条の規定に基づき、次のとおり、請求いたしま

す。 

１ 請求額                 円 

２ 振込先  金融機関名          （銀行・金庫・組合）      （支店・支所）

口座番号  普・当  №                 

口座名義（ｶﾀｶﾅ） 

-17-



第４号様式（第８条関係）                          

                                年  月  日 

 海老名市長         殿 

                 申 請 者 所在地 

団体名  

代表者               印 

海老名市立小学校修学旅行保護者負担軽減補助金交付（変更・中止）申請書 

  年  月  日付交付決定を受けた海老名市立小学校修学旅行保護者負担軽減補

助金交付について、次のとおり（変更・中止）したいので、海老名市小学校修学旅行

保護者負担軽減補助金交付要綱第８条の規定に基づき、申請します。 

 １ （変更・中止）の内容 

事 業 名 （変更・中止）前 （変更・中止）後 

 ２ （変更・中止）の理由 

３ 既交付決定額                       円 

４ （変更・中止）後の交付申請額               円 
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第５号様式（第８条関係）                          

年  月  日    

          様 

                         海老名市長               

海老名市立小学校修学旅行保護者負担軽減補助金交付（変更・中止）決定通知書 

  年 月 日付で補助金の交付を決定した海老名市立小学校修学旅行保護者負担軽

減補助金について、海老名市立小学校修学旅行保護者負担軽減補助金交付要綱第８条の

規定に基づき、次のとおり（変更・中止）決定したので、通知します。 

 １ 補助金（変更・中止）となった理由 

２ 補助金交付変更決定額            円 
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第６号様式（第 10 条関係）                          

                                年  月  日 

 海老名市長         殿 

                      所在地 

団体名  

代表者               印 

海老名市小学校修学旅行保護者負担軽減補助金実績報告書 

年  月  日付で交付決定を受けた海老名市小学校修学旅行保護者負担軽減

補助金に係る事業が完了したので、海老名市小学校修学旅行保護者負担軽減補助金交

付要綱第10条の規定に基づき、関係書類を添えて次のとおり報告いたします。 

 １ 補助金名  海老名市小学校修学旅行保護者負担軽減補助金 

２ 事業期間      年  月  日 から   年  月  日まで 

 ３ 添付書類 

(１) 事業実績報告書 

(２) 収支決算書及び証拠書類の写し 

(３) 参加者名簿（変更分） 

(４) 保護者からの委任状（追加分） 
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第７号様式（第11条関係） 

年  月  日 

          様 

海老名市長 

海老名市小学校修学旅行保護者負担軽減補助金交付確定通知書 

   年  月  日付で報告のあった海老名市小学校修学旅行保護者負担軽減補助

金について、海老名市小学校修学旅行保護者負担軽減補助金交付要綱第11条の規定に

基づき、次のとおり交付すべき額が確定したので、通知します。 

  １ 補助対象事業費           円 

  ２ 交 付 決 定 額           円 

  ３ 交 付 確 定 額           円 

４ 精   算   額           円 
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海老名市立中学校修学旅行保護者負担軽減補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、海老名市立中学校（以下「中学校」という。）が実施する修学旅

行に参加する生徒の修学旅行に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を

交付することに関して、海老名市補助金等の交付に関する規則（昭和 58 年規則第

12 号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象者） 

第２条 交付対象者は、中学校が実施する修学旅行に参加する海老名市在住の中学校

３年生の生徒の保護者及び市長が必要と認めた、市外在住の中学校３年生の生徒の

保護者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、スクールライフサポート支給対象である保護者は対象

外とする。 

（交付の対象） 

第３条 交付の対象となる経費は、中学校が実施する修学旅行（以下「補助事業」と

いう。）に要する経費とする。

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、修学旅行の実際に必要な経費の内、別表に定める額を上限と

する。 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする保護者（以下「申請者」という。）は、補助事

業が実施される、あるいは補助事業に参加するまでに、海老名市立中学校修学旅行

保護者負担軽減補助金交付申請書（第１号様式）を、市長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の規定による交付申請書の提出、及び第６条の規定による交付決定の通知の

受領については、生徒が参加する修学旅行の実施代表者（学校長等、以下「補助事

業実施者」という。）に委任することができるものとする。 
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３ 前項の規定による委任をされた補助事業実施者は、中学校修学旅行保護者負担軽

減補助金交付申請書（第１号様式）の提出時に、次に掲げる書類を添付し提出しな

ければならない。 

 (１) 事業計画書 

 (２) 収支予算書 

（３） 参加者予定者名簿 

（４） 保護者からの委任状 

（５） その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条の申請書の提出があったときはその内容を審査し、適当と認め

るときは補助金の交付を決定し、速やかに海老名市立中学校修学旅行保護者負担軽

減補助金交付決定通知書（第２号様式）により、申請者に通知する。この場合にお

いて市長は、前条第２項の規定による委任がされているときは、委任された補助事

業実施者に通知を送付する。 

（実績報告） 

第７条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、市長に対して、海老名市中学校

修学旅行保護者負担軽減補助金実績報告書（第３号様式）により、20 日以内に実績

を報告しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第８条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と  

 認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに海老名市立中学校修学旅

行保護者負担軽減補助金確定通知書（第４号様式）により、補助事業者に通知する。 

（交付請求等） 

第９条 申請者は、前の規定による補助金の確定後、速やかに海老名市立中学校修学

旅行保護者負担軽減補助金交付請求書（第５号様式）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の請求書の提出があったときは、申請者へ速やかに補助金を交付す
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る。 

（決定の取消し等） 

第１０条 市長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた

とき又は補助金の交付決定の内容若しくは補助条件に違反したときは、補助金の交

付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部

の返還を命ずることができる。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は別に定

める。 

附 則 

この要綱は、令和元年５月１日から施行し、平成 31 年４月１日から適用する。  

別表 

補助金額の上限 

（参加生徒１人当たり） 

１５，０００円 
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第１号様式（第５条関係） 

 海老名市長  殿 

                申 請 者  住  所  

            （保護者） 

氏  名             印 

電話番号     

海老名市立中学校修学旅行保護者負担軽減補助金交付申請書 

海老名市立中学校修学旅行保護者負担軽減補助金の交付を受けたいので、海老名市

立中学校修学旅行保護者負担軽減補助金交付要綱第５条の規定に基づき、次のとおり

申請いたします。 

１ 交付申請額     金            円 

２ 生 徒 氏 名                    

３ 中 学 校 名                    

なお、補助事業実施者に提出を委任することができる。 
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第２号様式（第６条関係） 

年  月  日 

            様 

海老名市長 

海老名市立中学校修学旅行保護者負担軽減補助金交付決定通知書 

  年 月 日付で申請のありました、海老名市立中学校修学旅行保護者負担軽減補助

金交付について、海老名市立中学校修学旅行保護者負担軽減補助金交付要綱第６条の規

定に基づき、次のとおり決定しましたので、通知します。 

１ 交付申請額       金          円 

２ 補助事業終了後、20 日以内に市長に対して実績を報告しなければならない。 
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第３号様式（第７条関係）                          

                                年  月  日 

 海老名市長         殿 

                      所在地 

団体名  

代表者               印 

海老名市中学校修学旅行保護者負担軽減補助金実績報告書 

年  月  日付で交付決定を受けた海老名市中学校修学旅行保護者負担軽減

補助金に係る事業が完了したので、海老名市中学校修学旅行保護者負担軽減補助金交

付要綱第７条の規定に基づき、関係書類を添えて次のとおり報告いたします。 

 １ 補助金名  海老名市中学校修学旅行保護者負担軽減補助金 

２ 事業期間      年  月  日 から   年  月  日まで 

 ３ 添付書類 

(１) 事業実績内訳書 

(２) 収支決算書及び証拠書類の写し 

(３) 参加者名簿（変更分） 

(４) 保護者からの委任状（追加分） 

(５) その他市長が必要と認める書類 
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第４号様式（第８条関係） 

年  月  日 

          様 

海老名市長 

海老名市中学校修学旅行保護者負担軽減補助金交付確定通知書 

   年  月  日付で報告のあった海老名市中学校修学旅行保護者負担軽減補助

金について、海老名市中学校修学旅行保護者負担軽減補助金交付要綱第条の規定に基

づき、次のとおり交付すべき額が確定したので、通知します。 

  １ 補助対象事業費           円 

  ２ 交 付 決 定 額           円 

  ３ 交 付 確 定 額           円 

４ 精   算   額           円 

-29-



第５号様式（第９条関係） 

 海老名市長  殿 

                   住所 

                   ﾌﾘｶﾞﾅ 

                   氏名              印 

                   電話番号 

海老名市立中学校修学旅行保護者負担軽減補助金交付請求書 

 海老名市立中学校修学旅行保護者負担軽減補助金として、海老名市立中学校修学旅

行保護者負担軽減補助金交付要綱第９条の規定に基づき、次のとおり、請求いたしま

す。 

１ 交付決定額              円 

２ 請求額                円 

３ 振込先  

金融機関名 

（銀行・信金・農協・信組・金庫）

（支店・支所・出張所）

種  類 普通・当座 口座番号        

フリガナ  

口座名義人 

※ゆうちょ銀行を指定する場合は、振込専用の口座番号を記載してください。
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海老名市教育委員会

教育長　伊 藤 文 康

　提案理由

　令和元年度（平成30年度対象）教育委員会事務の点検・評価にあたり、その実施方

針及び評価対象を定めたいため

議案第１４号

令和元年度（平成30年度対象）教育委員会事務の点検・評価実施方針及

び評価対象の決定について

別紙のとおり、令和元年度（平成30年度対象）教育委員会事務の点検・評価実施方

針及び評価対象の決定について、議決を求める。

令和元年５月８日提出

-31-



-32-



令和元年５月８日 
臨時教育委員会資料 
教育総務課 

令和元年度（平成３０年度対象）教育委員会事務の 

点検・評価実施方針及び評価対象の決定について 

 令和元年度（平成３０年度対象）の点検・評価を行うにあたり、下記のとおり実施する

ものとする。 

１ 目 的 

   教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、

その結果に関する報告書を議会に提出し、公表することにより、効果的な教育行政の

推進に資するとともに、住民への説明責任を果たしていく。 

２ 評価対象とする施策・事業について 

平成３０年度の海老名市第四次総合計画（後期基本計画）実施計画に位置付けた施

策・事業で、教育委員会で実施した３政策、９施策、４０事業のうち、特に重点事業

と捉える２０事業について今年度の点検・評価対象とする。 

  （参考） 平成３０年度（平成２９年度対象）点検・評価 

（３政策・９施策・３９事業を点検・評価） 

３ 点検・評価方法について 

 評価対象の事業についての目的、実績、課題などの担当部課評価を行い、これを外

部評価者（知見の活用）に示す。 

外部評価者から施策及び主な事業に対する意見を聴取し、これを取りまとめる。 

   教育委員会は、担当部課評価と外部評価者の意見を踏まえて、総合的に点検・評価

を行う。 

各事業の評価について 

各事業について、「担当部課の評価」「外部知見の活用」「教育委員会の評価」のそ

れぞれにおいて、「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」の３段階での評価を行い、あわせて、課題や今後

の方向性を踏まえた上で、それぞれコメントを記載しております。 

更に、進捗状況についても評価を行い、次年度への取組について拡大・継続・縮小

等により方向性を示しております。 

なお、３段階の評価の目安は以下のとおりです。 

  Ａ ・・・ 計画・期待を上回る成果が表れている。 

  Ｂ ・・・ 計画・期待どおりの成果が表れている。 
  Ｃ ・・・ 計画・期待した成果が表れていない。 

-33-



４ 知見の活用 

   「えびなっ子しあわせ懇談会委員」に依頼する。 

  委 員 備   考 

秋島 優子  元海老名市立中学校長 

小田島 恵子  元海老名市立中学校ＰＴＡ会長 

高村  恵  元海老名市立中学校長 

武井 哲也  元海老名市立中学校ＰＴＡ会長 

掛川 忠良  学識経験者 

５ 議会への提出及び市民への公表 

   ９月議会への提出を予定。 

   議会提出後、ホームページ及び情報公開コーナーに配架し、公表する。 

６ スケジュール（予定） 

    ５月 ８日     方針及び対象事業の決定（教育委員会臨時会） 

５月 ９日～１６日 所管課評価の作成 

５月下旬～６月中旬 外部知見の活用（えびなっ子しあわせ懇談会開催等） 

６月下旬～７月下旬 教育委員会の評価（定例会により報告書の決定） 

    ８月上旬      市長へ報告  

８月８日      政策会議への報告 

８月１９日     最高経営会議への報告 

    ８月２９日     市議会へポスティング（９月議会初日） 

 ※参考 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 （抜粋） 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第２６条  教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について

点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとと

もに、公表しなければならない。  

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有

する者の知見の活用を図るものとする。

-34-



政策施策 事業名 目　的 担当課 備考

豊かな心を育む文化の薫るまちづくり

(1) 生涯学習の推進

市民講座の開催
学びの場・交流の場として講座を開催し、社
会教育の充実を図ります。

学び支援課

(2) 図書事業の充実

有馬図書館リニューアル
市民がより利用しやすい図書館を目指し、施
設の老朽化対策と機能向上を図ります。

学び支援課

(3) 文化財の保護と活用

相模国分寺跡の整備活用
海老名の史跡文化財の核として整備公開し、
利活用の促進を図ります。

教育総務課

相模国分尼寺跡の整備活用
史跡相模国分寺跡とともに、海老名の史跡文
化財の核として、整備・公開し、利活用を図
ります。

教育総務課

文化財の活用【総合戦略】
海老名の歴史遺産・文化財を利活用すること
により市民に郷土意識の醸成を図ります。

教育総務課

文化財の保護
海老名の歴史遺産を保護し、後世へ引き継ぎ
ます。

教育総務課

政策施策 事業名 目　的 担当課 備考

元気な「えびなっ子」を育むまちづくり

(4) 青少年の健全育成

教育支援体制の充実

相談機能を充実させるとともに、児童生徒及
び保護者や教職員に対して、適切な支援が行
える体制の充実を図ります。子どもたちが安
心して通える学校づくりを行うため、学校や
保護者、関係機関との連係を図ります。ま
た、青少年の非行防止・健全育成を図りま
す。

教育支援課

青少年指導嘱託員活動の充実
青少年指導嘱託員としての技能の向上と併せ
て、地域社会における青少年の社会生活を健
全育成を図ります。

学び支援課

ユースサポート事業【総合戦
略】

若者が抱える悩みに対応し、自立した社会生
活を送れるよう支援体制を強化します。

学び支援課

社会教育活動団体への支援
青少年育成団体等が行う各種活動を推進し活
性化させることで、青少年の健全育成を図り
ます。

学び支援課

成人式運営事務 新成人に社会人としての自覚を促します。 学び支援課

点検・評価対象とする重点事業一覧（平成30年度事業）

-35-



(5) 子どもの居場所づくり

子ども・学校支援体制の構築
【総合戦略】

“地域の子どもは地域で守る、育てる、支援
する”体制を構築します（学校応援団）。

学び支援課

学童保育支援事業【総合戦略】
学童保育業者に対して適正な運営が行えるよ
う支援するとともに保護者の負担軽減を図り
ます。

学び支援課

政策施策 事業名 目　的 担当課 備考

ひびきあう教育の実現

(6) ひびきあう教育の推進

ひびきあう教育の実践・研究
【総合戦略】

ひびきあう教育の具体的方策である「えび
なっ子しあわせプラン」を２期として継続
し、各種委員会・研究会の中で、「授業改
善」「社会に開かれた教育課程」「みんなの
学校」の取組を推進します。

教育支援課

学校安全の確保【総合戦略】
登下校及び学校生活における児童・生徒の安
全確保の充実を図るとともに、保護者への安
全意識の啓発を図ります。

就学支援課

社会教育の推進

学校の教育課程として行われる教育活動以外
の社会における教育を組織的に行うことで、
学校、家庭とともに総合的な教育を推進しま
す。

学び支援課

教育委員会の運営

教育全般に対する市民の理解を深めるため、
教育行政の推進と教育環境の改善及び教育委
員会の円滑な運営を図ります。また、今日的
な教育課題の解決等に関し、教育関係者、市
民等の各界各層から意見を聴き、ひびきあう
教育の推進を図ります。

教育総務課

小中学校行事活動事業

小学校では、連合運動会の開催等により、児
童の心身の健全な発達と望ましい社会性を育
みます。
中学校では、中学生芸術文化活動の伸長・発
展等により、生徒の豊かな心を育みます。

教育支援課
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(7) 教育環境の充実

効果的な教職員配置の推進（少
人数指導）

35人学級の実施及び少人数指導体制の充実を
図り、きめ細かな指導体制を確保します。

就学支援課

コンピュータ利用教育の充実
高度情報化社会の中で生きる子どもたちにコ
ンピュータを活用した教育を行い、情報活用
能力等のさらなる向上を図ります。

教育支援課

外国語教育の推進
小学校における外国語活動及び中学校におけ
る教科（英語）指導の充実や、教員の資質・
能力の向上を図ります。

教育支援課

部活動の充実
生徒の心身の発達に重要な役割を担う、部活
動の充実を図ります。また、地域との交流を
図り、地域活動の活性化に貢献します。

教育支援課

野外教育活動の推進
学校の教育課程で実施する野外教育活動を推
進するとともに、保護者の負担軽減を図りま
す。

教育支援課

効果的な教職員配置の推進（指
導体制）

教職員を効果的に配置し、生徒指導体制の充
実を図ります。

就学支援課

児童・生徒の健康管理の推進
児童・生徒の健康管理体制の充実により、心
と身体の健やかな成長を促進します。また、
衛生的で安全な学校環境の確保に努めます。

就学支援課

(8) 学校施設の充実

学校施設の再整備

建物の約８割が、建築後30年以上を経過し、
老朽化が進んでいるため、施設の現状分析や
児童・生徒数の推移を見極めながら、が功施
設再整備計画を策定します。

教育総務課

小中学校の適正配置【総合戦
略】

学校の規模や位置などを検討し、学校の適正
配置により、教育環境の向上に努めます。

教育総務課

小中学校施設の整備【総合戦
略】

建設後又は改修後、一定期間を経た校舎等の
施設・設備について、適正な時期に改修工事
を行い、学習環境の整備・改善を図ります。

教育総務課

きれいで居心地のよい学校づく
り【総合戦略】

児童・生徒が安心して学校生活が送れるよう
学校施設の環境整備を行います。

教育総務課

地場産物品の学校給食への活用
学校給食で使用する食材のうち、市内や県内
で生産・加工されたものを優先的に使用し、
食の安全性確保・地産池消を推進します。

就学支援課
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政策施策 事業名 目　的 担当課 備考

(9) 教育支援体制の充実

児童・生徒教材費支援
【総合戦略】

保護者の教材費への負担軽減を図ります。 就学支援課

スクールライフサポート制度の
充実【総合戦略】

経済的理由により就学困難な児童・生徒の保
護者に対し、経済的援助を行い、義務教育の
円滑な実施を図ります。

就学支援課

奨学金の給付【総合戦略】
経済的な理由で修学が困難な青少年を支援し
ます。

就学支援課

いじめのない学校づくり【総合
戦略】

いじめの未然防止、早期発見、迅速な対応を
図ります。

就学支援課

学校相談員等の派遣【総合戦
略】

学校に心理の専門家等を派遣することで、学
校教育相談体制の充実を図ります。

教育支援課

教育支援教室の充実【総合戦
略】

不登校児童・生徒に発達段階に応じた教育支
援を行い、学校への復帰や、社会的自立を目
指した支援を行います。

教育支援課

特別支援教育の充実【総合戦
略】

特別な支援を必要とする児童・生徒が、安心
して充実した学校生活が送れるよう、支援体
制の整備・充実を図ります。

教育支援課

特別支援教育の就学奨励【総合
戦略】

特別支援学級及び通常の学級に在籍する障が
いのある児童・生徒の保護者負担の軽減を図
ります。

教育支援課

学校給食費収納事務の充実
予算、決算、監査等の市の会計ルールで管理
運用し、透明性・公平性を確保し、学校給食
事業を推進します。

就学支援課

若者定住促進奨学金返還補助事
業【総合戦略】

若者の転入と定住を促進します。 学び支援課

３政策　９施策　40事業のうち20事業（網掛け部分）を対象とする。
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海老名市教育委員会

教育長　伊 藤 文 康

　提案理由

　令和２年度使用「海老名市教科用図書採択基本方針」を決定いただきたいため

議案第１５号

令和２年度使用「海老名市教科用図書採択基本方針」について

別紙のとおり、令和２年度使用「海老名市教科用図書採択基本方針」について、議

決を求める。

令和元年５月８日提出
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令和２年度使用「海老名市教科用図書採択基本方針」について

海老名市教育委員会は、令和２年度の小学校教科用図書及び「特別の教科 

道徳」以外の中学校教科用図書の採択基本方針を、次のとおり定める。

「海老名市教科用図書採択基本方針」

令和２年度の小学校教科用図書及び「特別の教科 道徳」以外の中学校教科

用図書は、神奈川県教育委員会が定める「平成 32 年度義務教育諸学校使用教

科用図書採択方針」に基づき、海老名市教育委員会が設置した海老名市教科用

図書採択資料作成委員会の報告を資料とし、種目ごと１種の教科用図書につい

て海老名市教育委員会が採択する。

令和元年５月８日（水） 

臨時教育委員会資料 

教育支援課 

-41-



令和２年度使用小学校教科用図書採択について 

１． 採択教科書 

令和２年度使用小学校教科用図書 

２．採択にかかわる日程について 

平成３１年 ２月 教科用図書担当者会議（採択事務について） 

４月 教科用図書採択資料作成委員会設置要綱及び調査員会 

の細案等について検討 

令和元年 ５月 第１回採択資料作成委員会の開催 

  第１回調査員会の開催 

６月 第２回調査員会の開催  

    第３回調査員会の開催  

教科用図書展示会 

７月 第２回採択資料作成委員会の開催 

令和２年度使用教科用図書採択決定 

           ８月 需要数報告 

-42-



-43-



-44-



-45-



-46-



-47-



-48-



-49-



-50-



-51-



-52-



-53-



-54-



-55-



-56-



-57-



-58-



-59-



-60-



-61-



-62-



-63-



-64-



-65-



-66-



-67-



-68-



-69-



-70-



-71-



-72-



-73-



-74-



-75-



-76-



-77-



-78-



-79-



-80-



-81-



-82-


